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一、わたくしたちは隣人愛をもって 

社会福祉の増進に努めます 
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実情を把握することに努めます 

 

一、わたくしたちは誠意をもって 

あらゆる生活上の相談に応じ自立の援助に努めます 
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人格と識見の向上に努めます 
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令和７年度第２回協議員総会・研修会開催要綱 

 

１ 趣 旨 

東京都民生児童委員連合会の協議員総会に併せて研修会を開催し、民児協の中心で 
ある会長の資質向上を図り地域福祉の進展に資する。 

 
２ 主 催 

東京都民生児童委員連合会 

 
３ 期 日 

令和８年３月１３日（金） １３時～１６時（受付１２時１５分～） 

 
４ 会 場 

なかのZERO 西館「小ホール」※別紙案内図参照 
中野区中野２－９－７ 

  ［利用交通機関］ 
ＪＲ線・東京メトロ東西線「中野駅」南口より 徒歩約１０分 

 
５ 参加者 

協議員（法定単位民児協会長） ４０１名 

 
６ 日程表 

  12：15    13：00                 14：00  14：15      15：00         16：00 
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７ 日 程 

（１）開会・あいさつ 
主催者あいさつ  東京都民生児童委員連合会会長 
来賓あいさつ   東京都福祉局理事 

 

（２）協議員総会 
◎議長団選出 
◎議   事 
① 令和７年度東京都民生児童委員連合会補正予算（案）  
② 令和８年度東京都民生児童委員連合会事業計画（案）  
③ 令和８年度東京都民生児童委員連合会予算（案）  
④ 東京都民生児童委員連合会規程の一部改正（案） 

◎そ の 他 

 

（３）研修会 
①人権研修 
テーマ「地域を元気にする人権～同和問題を中心に～」 

 

ねらい 
人権については、障がい者や高齢者、子ども等の各分野でさまざまな課題が挙げ

られ、民生児童委員の日々の活動とも深い関わりがあります。東京都では、人権問

題に対する理解と認識を深め、問題の解決に向けた研鑽と実践に努めるため、平成

１８年から「地域人権啓発リーダー」を設置し、単位民児協会長にご就任いただい

ています。 
今回は、一斉改選後最初の研修会となることから、同和問題を中心に、基本的

人権の尊重について再確認し、今後の民生児童委員活動に役立てていただくことを

ねらいと致します。 
    
    講師：竹内 良 氏（公益財団法人 東京都人権啓発センター 人権研修講師） 
 
   ②東京都担当 デジタル活用好事例共有 

テーマ「民生・児童委員活動におけるデジタル活用の必要性 
～デジタルを使って、より効果的な活動を～」 
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協議員総会 
 

 議 案 書  
 
 
 

＜議 案＞ 

第１号議案 令和７年度 収入支出補正予算（案）について 

第２号議案 令和８年度 事業計画（案）について 

【参考】令和８年度 都民連事業・行事予定一覧 

第３号議案 令和８年度 収入支出予算（案）について 

第４号議案 都民連規程の一部改正（案）について 
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令和８年度 東京都民生児童委員連合会事業計画（案） 

私たち民生委員・児童委員は、地域で住民との関わりを途切らせることなく見守り

活動を継続してきました。今、デジタル化などにより人々の生活様式や意識が変化する

中で、私たちの活動は大きな転換期にあります。 

住民と行政・関係機関の架け橋となり、永年にわたり積み上げてきた経験を組織と

して確実に引き継ぐとともに、これからも都民生活の変化に寄り添い創意工夫を重ね、

地域福祉の要として着実に活動を続けていくことが必要です。 

東京では、少子高齢化や単身世帯の増加、家族形態の多様化などを背景に、地域活動の

担い手が減り、人と人とのつながりの希薄化が進んでいます。近年においては、気候変動

や国際情勢により我が国を取り巻く環境は様変わりし、物価高騰が長期化しています。

経済的困窮や社会的孤立、８０５０問題やひきこもり、ヤングケアラーなど、課題は複雑

化、複合化しています。また、児童虐待相談件数は過去最多を更新し、死亡に至る痛まし

い事例も発生しています。子どもの居場所も多様化する中、地域の人々が異変に気付き、

声を掛け、子どもを守る社会にしていかなければなりません。さらに、感染症や酷暑、

台風、地震などの自然災害も相次いでいます。要支援者の安否確認などの支援について、

地域が一体となり関係機関と実効性のある体制づくりを進めることも喫緊の課題です。 

私たち民生委員・児童委員は、人々が支え合う地域共生社会の実現に向け、より一層、

地域住民に寄り添うとともに、地域住民との協働により地域ぐるみの活動の充実を

図っていきます。そして、住民一人ひとりの人権を尊重し、その信頼と期待に応える

べく、自己研鑽に努め、委員同士の連携と創意工夫により、地域福祉のさらなる推進

向け積極的に活動していく決意です。 

そのため「東京版活動強化方策」を実践できるよう、以下の重点課題を定め、その達成

に向け全力を挙げて取り組むことを宣言します。 

 

一、日常生活の何気ない変化に気付き、住民に最も身近な相談相手として課題の 

把握に努めて適切な支援につなぎ、訪問や見守りを大切にし、関わり続けます。 

 

一、一人ひとりの委員が活動のやりがいや喜びを分かち合い、班体制を活用し、 

お互いの状況の違いを理解し仲間同士で協力しながら、地域全体で支え合う 

仕組みづくりを推進します。 

 

一、一斉改選で迎える新たな仲間とともに、研修を通して多様化する福祉課題を 

学び、これからの担い手確保に向けた活動環境整備と一層の普及・啓発活動に 

取り組みます。 

 

一、すべての子どもの健やかな成長を願い、虐待や不登校などさまざまな事情から 

居場所を必要とする子どもと家庭に目を向け、孤立せずに安心して暮らすことが 

できる地域社会づくりに努めます。 

 

一、地域共生社会の実現に向け関係機関・団体、地域住民と力を合わせ、災害にも 

対応できるネットワークの構築を目指し、人とのつながりや助け合いを基本 

とした地域福祉活動を実践します。 
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【 事 業 】 

＜はじめに＞   

 民生委員制度は令和９年度に創設 110周年をむかえます。本会では、東京で開催され

る全国民生委員児童委員大会の円滑な実施に向け、主催者の一員として必要な準備を

行うとともに、制度創設 100周年時に策定した「東京版活動強化方策」とコロナ禍に見

舞われたこの 10年間の活動を総括し、これからの活動方針を策定します。 

また、今年度は一斉改選を経て、新たな３年間の取り組みを始める年となります。各

地区民児協では、約 1,600名の新任委員をはじめ、委員一人ひとりが生き生きと活動を

続けられるような環境づくりが求められます。そこで、民児協組織運営の強化ならびに

意欲と資質の双方の向上に資する各種研修を着実に実施します。 

一方で活動環境整備に向けては、活動のやりがいや魅力、好事例等を委員間のみなら

ず住民、関係機関等に対して広く発信します。そのために、さまざまな機会を通じて活

動事例や民児協実践活動の情報を収集するとともに、現状と課題の分析を行い適時必

要な活動を展開します。 

 

  ※令和８年度における重点事業については、事業名の前に「○重」と表記 

 

１ 連絡調整 

（１）○重協議員総会（５・３月開催：各単位民児協会長参加） 

（２）○重常任協議員会（８月を除き毎月１回開催：各区市郡支庁民児協会長参加） 

 会議に併せてブロック協議を年４回実施し、地域の実情や活動上の課題に 

ついて情報交換を行う。 

（３）児童委員、児童相談所、学校、子ども家庭支援センター等の関係機関による  

地区連絡協議会 

（４）区市町村民生児童委員事務担当者連絡協議会（２回開催） 

（５）民生委員・児童委員と福祉局幹部職員との意見交換会の実施（東京都と共催） 

（６）民生児童委員協議会、社会福祉法人の地域ネットワーク、社協の連携推進のた

めの連絡会等 

（７）受章祝賀および歳末懇談会 

（８）民生児童委員活動への相談・支援 

（９）民生児童委員活動資料・情報収集と提供 

（１０）地区民児協研修用視聴覚教材の貸し出し 

（１１）福祉関係図書等の斡旋 

            

２ 企画・運営 

（１）正副会長会（８月を除き毎月１回のほか、随時開催） 

（２）正副会長運営委員会（必要に応じて随時開催） 

（３）常務委員会（８月を除き毎月１回開催：正副会長、常務委員参加） 

（４）都民連だより編集委員会（４回開催） 

（５）東京都民生委員・児童委員大会宣言起草委員会（１回開催） 

（６）○重民生委員制度創設 110周年記念事業企画委員会 

（７）民生児童委員普及・啓発事業推進委員会 

（８）その他各種企画・運営に関する会合 
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３ 研修 

（１）自主研修 

① 事項別部会（各３回実施） 

       区市郡支庁の各事項別部会から推薦された事項別部会員が、地元の民生 

児童委員の事項別活動の質を一層高めるために、それぞれ取り組むテーマを

設定して学びを深める。 

・子育て支援部会 ・児童福祉部会 ・障がい福祉部会 

・生活福祉部会  ・高齢福祉部会  

② 主任児童委員部会（各３回実施） 

区域担当児童委員との協力や関係機関・団体との連携など、主任児童委員

の特性を生かした活動の展開に向けたテーマを設定し、学び合う機会を持つ。 

③ 都民連役員研修 

他道府県または都内の民児協を訪問して視察・交流を行い、地域特性に 

応じた実践活動や先駆的な行政施策・民間サービスの活用例など、特徴的な

取り組みについて理解を深め、さらなる活動の推進を図る。 

④ 常任協議員研修会（１回実施） 

⑤ 協議員研修会（５・３月の協議員総会の後、引き続き実施） 

⑥ 民生委員・児童委員生活福祉資金制度研修会 

（東社協福祉資金部と共催：２回実施） 

（２）部会活動推進事業 

民生児童委員の事項別活動ならびに主任児童委員の特性を活かした活動を

高め、各地区部会の効果的運営を図るため経費の一部を助成する。 

（３）○重受託研修 

東京都ならびに八王子市からの受託事業を次の通り実施する。 

① 新任民生児童委員研修（新たに委嘱された民生児童委員対象：集合１日＋ 

動画配信の研修を４月・７月・１０月・１月の欠員補充期に実施） 

② 現任（１）民生児童委員研修（会長・副会長、主任児童委員、島しょ委員を

除く就任２・３年目の民生児童委員対象：６回） 

③ 現任（２）民生児童委員研修（会長・副会長、主任児童委員を除く就任４年

目以上の民生児童委員対象：動画配信） 

④ 主任児童委員研修（動画配信、交流研修会３回） 

⑤ 会長・副会長研修（一般委員から就任し、常任協議員、島しょ委員を除く新

任会長・副会長対象：８回） 

⑥ 民生児童委員メンタルヘルス研修（再任した委員対象：４回） 

⑦ 支庁民生児童委員研修（大島支庁管内の民生児童委員対象） 

⑧ 支庁合同民生児童委員研修（大島・三宅・八丈・小笠原支庁管内の民生児童

委員対象） 

⑨ 民生・児童委員協力員研修 

（４）派遣研修 

次の研修に代表者・受講者を派遣する。 

① 東京都ならびに八王子市からの受託派遣事業 

・全国民生委員児童委員大会 

・全国児童委員・主任児童委員活動研修会 

・関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会 
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② 自主派遣事業 

・全民児連評議員セミナー 

・全国民生委員指導者研修会（全国民生委員大学） 

・民生委員児童委員リーダー研修会 等 

（５）協力研修 

他団体、他機関の主催する研修に協力し、民生児童委員にとって有効な研修の

機会を広げる。 

 

４ 調査・研究・広報 

（１）○重指定民生児童委員協議会事業  

２地区を指定し、東京版活動強化方策を反映した民生児童委員活動に関する 

さまざまな課題に関連した取り組みの実践と検証を行う。 

○今期テーマ・指定地区：調整中  

（２）民生委員・児童委員活動事例集の作成・配布 

（東京都ならびに八王子市から受託） 

（３）民生委員・児童委員活動実績の集計分析 

   （東京都ならびに八王子市から受託） 

（４）民生委員・児童委員協議会活動実績の集計分析 

   （東京都ならびに八王子市から受託） 

（５）広報活動 

① 機関紙「都民連だより」の発行 

② 都民連ホームページの運営 

民生児童委員をはじめ行政等の関係者や地域住民などにも見やすく分かり

やすいことを主眼として運営する。民児協活動検索コーナー（地区別・活動

別の都内 2,000事例）や現役委員へのインタビュー記事等、随時更新をして、

日々の民生児童委員活動を身近に感じられる情報ツールとして活用される

ことを目指す。 

民生児童委員専用ページにおいては、研修の実施方法の周知や、動画配信

研修の動画を掲載し、活動の一助とする。 

（６）民生児童委員活動の普及・啓発 

①○重「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」の取り組み 

 （東京都ならびに八王子市から受託） 

・東京都段階における一斉周知活動の実施（東京都と共催） 

○テーマ「みんなでつくろう 地域のつながり 支え合い」 

○一日民生委員・児童委員活動の実施 

○SNS広告の実施 

・民生児童委員活動紹介パネル展の実施 

・各区市町村民児協におけるパネル展示等の支援 

・民生児童委員活動普及・啓発グッズの作製・配布 

・活動強化週間中の各区市町村民児協における普及・啓発活動報告書の作成 

  ②ミンジー着ぐるみ貸し出し 

 

５ 連合会事業 

（１）物故民生委員児童委員弔慰等 

① 弔辞・生花の奉呈 
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② 追悼式の挙行 

（２）全国民生委員互助事業の実施 

① 傷病等見舞い、弔慰 

② 退任慰労 

（３）民生委員・児童委員活動保険の周知・連絡 

（４）民生委員・児童委員手帳の作成・配布 

（東京都ならびに八王子市から受託） 

（５）財団法人東京都民生委員事業協会からの承継事務 

 

６ 協力事業 

（１）東京都民生児童委員連合会懇話会への運営協力 

（２）関係機関・団体への委員等派遣および協力等 

下記の行政・関係団体等の各種委員会に代表者を派遣し、委員の立場から 

積極的に意見を述べ、必要な役割を果たす。 

 ・全国民生委員児童委員連合会 

・社会福祉法人東京都社会福祉協議会 

・社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会 

・行政附属機関・関係機関、その他の団体 

       東京都社会福祉審議会、東京都児童福祉審議会、東京都生活衛生審議会 

      東京都安全・安心まちづくり協議会、東京都公衆浴場対策協議会、 

       東京都要保護児童対策地域協議会 等 

・東京都共同募金会 

 

７ 第 80回東京都民生委員・児童委員大会の実施 

（東京都ならびに八王子市から受託、東京都と共催） 

 

８ その他 

以上のほか、本会の目標達成に必要な事業を行う。 
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月 日 曜 事業名 参加範囲 会場

4 3 金 正副会長会・常務委員会 正副会長・常務委員 都民連会議室

10 金 常任協議員会（区市町村会長会）※ブロック協議 常任協議員 ハイジア

16 木 新任民生児童委員研修（４月期） 2・3・4月期委嘱の新任民生児童委員 なかのZERO小ホール

22 水 都民連だより編集委員会① 編集委員 都民連会議室

28 火 区市町村民生児童委員事務担当者連絡協議会① 区市町村民生児童委員事務担当者 オンライン

5 1 金 正副会長会・常務委員会 正副会長・常務委員 都民連会議室

8 金 常任協議員会（区市町村会長会） 常任協議員 東社協会議室

19 火 新任会長・副会長研修【区部】 新任会長・副会長 文京区民センター

21 木 新任会長・副会長研修【区部】 新任会長・副会長 研究社英語センター

26 火 第１回協議員総会・研修会 協議員 なかのZERO小ホール

6 2 火 正副会長会・常務委員会 正副会長・常務委員 都民連会議室

8 月 常任協議員会（区市町村会長会） 常任協議員 オンライン

10 水 新任会長・副会長研修【区部】 新任会長・副会長 研究社英語センター

11 木 子育て支援部会① 子育て支援部会員 東社協会議室

12 金 高齢福祉部会① 高齢福祉部会員 研究社英語センター

16 火 障がい福祉部会① 障がい福祉部会員 東社協会議室

17 水 生活福祉部会① 生活福祉部会員 研究社英語センター

18 木 支庁合同民生児童委員研修 支庁管内の民生児童委員 東京家の光会館

23 火 児童福祉部会① 児童福祉部会員 東社協会議室

24 水 主任児童委員部会① 主任児童委員部会委員 東社協会議室

26 金 新任会長・副会長研修【市部】 新任会長・副会長 武蔵野スイングホール

29 月 懇話会総会・懇親会 懇話会員・賛助会員 主婦会館プラザエフ

7 2 木 正副会長会・常務委員会 正副会長・常務委員 都民連会議室

8 水 常任協議員会（区市町村会長会）※ブロック協議 常任協議員 東社協会議室

13 月 新任民生児童委員研修（７月期） 5・6・7月期委嘱の新任民生児童委員 なかのZERO小ホール

30 木 関東ブロック民生児童委員活動研究協議会（１日目） 常任協議員（ブロック輪番） 千葉県幕張メッセ

31 金 関東ブロック民生児童委員活動研究協議会（２日目） 常任協議員（ブロック輪番） 千葉県幕張メッセ

8 25 火 常任協議員研修会 常任協議員 主婦会館プラザエフ

9 1 火 正副会長会・常務委員会 正副会長・常務委員 都民連会議室

8 火 常任協議員会（区市町村会長会） 常任協議員 東社協会議室

11 金 子育て支援部会② 子育て支援部会員 調整中

15 火 高齢福祉部会② 高齢福祉部会員 調整中

17 木 障がい福祉部会② 障がい福祉部会員 調整中

18 金 生活福祉部会② 生活福祉部会員 調整中

令和８年度（2026年度）東京都民生児童委員連合会事業・行事予定
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月 日 曜 事業名 参加範囲 会場

10 2 金 正副会長会・常務委員会 正副会長・常務委員 都民連会議室

7 水 常任協議員会（区市町村会長会）※ブロック協議 常任協議員 東社協会議室

9 金 児童福祉部会② 児童福祉部会員 調整中

14 水 主任児童委員部会② 主任児童委員部会員 調整中

20 火 物故民生児童委員追悼式 遺族・常任協議員 戦没者霊苑

28 水 全国民生委員児童委員大会（前泊） 常任協議員 滋賀県

29 木 全国民生委員児童委員大会（１日目） 常任協議員 滋賀県

30 金 全国民生委員児童委員大会（２日目） 常任協議員 滋賀県

11 5 木 正副会長会・常務委員会 正副会長・常務委員 都民連会議室

10 火 常任協議員会（区市町村会長会） 常任協議員 調整中

26 木 東京都民生委員・児童委員大会 民生児童委員代表 文京シビックホール

12 2 水 正副会長会・常務委員会 正副会長・常務委員 都民連会議室

8 火 常任協議員会（区市町村会長会） 常任協議員 オンライン

11 金 現任（１）民生児童委員研修【市部】 就任１期未満の民生児童委員 武蔵野スイングホール

15 火 メンタルヘルス研修① R7年度一斉改選で再任した民生児童委員（主任を含む） 調布グリーンホール大ホール

16 水 メンタルヘルス研修② R7年度一斉改選で再任した民生児童委員（主任を含む） なかのZERO大ホール

1 5 火 正副会長会・常務委員会 正副会長・常務委員 都民連会議室

7 木 常任協議員会（区市町村会長会）※ブロック協議 常任協議員 東社協会議室

19 火 子育て支援部会③ 子育て支援部会員 東社協会議室

20 水 高齢福祉部会③ 高齢福祉部会員 調整中

26 火 主任児童委員部会③ 主任児童委員部会員 調整中

27 水 児童福祉部会委員③ 児童福祉部会員 東社協会議室

2 2 火 正副会長会・常務委員会 正副会長・常務委員 都民連会議室

5 金 常任協議員会（意見交換会） 常任協議員 調整中

16 火 障がい福祉部会③ 障がい福祉部会委員 調整中

17 水 生活福祉部会③ 生活福祉部会員 調整中

18 木 主任児童委員研修（交流）【市部】 主任児童委員 武蔵野スイングホール

3 1 月 正副会長会・常務委員会 正副会長・常務委員 都民連会議室

4 木 常任協議員会（区市町村会長会） 常任協議員 東社協会議室

12 金 第２回協議員総会・研修会 協議員 なかのZERO小ホール

●動画視聴による開催を予定している事業
現任（２）民生児童委員研修＜動画配信期間：７～９月＞
主任児童委員研修＜動画配信期間：10～12月＞

●調整中の事業
都民連だより編集委員会②③④：７・10・１月実施予定、支庁研修（大島支庁）：９月実施予定
区市町村民生児童委員事務担当者連絡協議会②：９月実施予定、都民連役員研修：９～10月実施予定
現任（１）民生児童委員研修【区部】：11月実施予定、受章祝賀および歳末懇談会：12月実施予定
新任民生児童委員研修（１月期）：１月実施予定、主任児童委員研修（交流）【区部】：２月実施予定

- 16 -



- 17 -

第３号議案 
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東京都民生児童委員連合会規程の一部改正について（案） 

 

１ 改正の理由 

  東京都の「民生委員協議会及び民生委員会長協議会要綱（準則）」の

一部改正に伴い、東京都民生児童委員連合会規程の「役員の任期」に

かかる規定（第 11 条第 3 項）について、正確性を確保するため改正を

行う。 

 

２ 改正の概要 

東京都では、先の一斉改選より後任育成や活動継承等の観点から会

長、副会長の任期について原則年齢を規定するため「民生委員協議会

及び民生委員会長協議会要綱（準則）」を改正し「会長及び副会長の年

齢は、原則として 75 歳未満とする。」という文言が追記された。 

これに伴い、東京都民生児童委員連合会規程の「役員の任期」にか

かる規定（第 11 条第 3 項）について、正確性を確保するため必要な文

言を追加する形で改正を行う。 

 

３ 改正内容 

  別表「改正内容（新旧対照表）」のとおり。 

 

４ 施行日 

  東京都社会福祉協議会理事会の開催に合わせ、令和８年３月１７日

から施行することとする。 
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別表 

 

改正内容（新旧対照表） 

 

現 行 改正案 

第１条から第１０条まで（略） 

 

第１１条 第８条による各役員の任期は、３

年とする。 

２ 補欠により就任した役員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

３ 一斉改選期において改選前の会長が民生

委員・児童委員に再任された場合に限り、新

しい会長が選出されるまで会長を務める。会

長が民生委員・児童委員を退任する場合は、

民生委員・児童委員に再任された副会長が、

あらかじめ指名された順位に従いその職務を

代理する。 

 

第１２条から第２３条まで（略） 

 

付則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行

する。 

この規程の改正は、平成２９年４月１日か

ら施行する。 

この規程の改正は、平成３０年３月２６日

から施行する。 

 

第１条から第１０条まで（現行のとおり） 

 

第１１条 第８条による各役員の任期は、３

年とする。 

２ 補欠により就任した役員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

３ 一斉改選期において改選前の会長が民生

委員・児童委員に再任され、かつ常任協議員

に選任された場合に限り、新しい会長が選出

されるまで会長を務める。会長が民生委員・

児童委員または常任協議員を退任する場合

は、民生委員・児童委員に再任され、かつ常

任協議員に選任された副会長が、あらかじめ

指名された順位に従いその職務を代理する。 

 

第１２条から第２３条まで（現行のとおり） 

 

付則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行

する。 

この規程の改正は、平成２９年４月１日か

ら施行する。 

この規程の改正は、平成３０年３月２６日

から施行する。 

この規程の改正は、令和８年３月１７日か

ら施行する。 
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研修会資料 
 





地 域 人 権 啓 発 リーダーについて 

 

１ 設置の目的 

人権については、同和問題をはじめとして、障がい者や高齢者、子ども、ＨＩＶ感染者等

様々な人権問題があり、民生児童委員は日常業務において人権にかかわる事例を多く扱っ

ている。 

２１世紀は「人権の世紀」といわれている中で、民生児童委員が時代に即した発展的、創

造的な活動を展開するに当たり、人権問題に対する理解と認識を深め、人権問題解決に向け

て研鑽と実践に努めていくため、当分の間、地域人権啓発リーダーを設置することとし、も

って共存と共感で相互に支え合う社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

２ 地域人権啓発リーダーの役割 

（１） 地区の民生児童委員に対して、同和問題をはじめとして、障がい者の問題、高齢者

の問題、子どもの問題、ＨＩＶ感染者の問題等、人権問題の啓発を行う。 

（２） 地区の民生児童委員に対して、人権問題に関する相談、助言等を行う。 

（３） 「生活福祉資金」を申請しようとする者から、担当民生児童委員を通じて、地域人

権啓発リーダーへの事前相談等の申し入れがあった場合、地域人権啓発リーダー

は事前相談等に対応する。 

    

３ 地域人権啓発リーダーの選任 

（１） 地域人権啓発リーダーは、地区民生児童委員協議会の会長とする。地区民生児童委

員協議会の会長に事故があるときは、会長に代わる者が地域人権啓発リーダーを代

理する。 

（２） 区市郡支庁代表会長は、区市郡支庁内の地域人権啓発リーダーの連絡窓口となる。 

（３） 地域人権啓発リーダーは必要な研修を受講する。 

 

４ 庶 務 

地域人権啓発リーダーに関する庶務は、東京都民生児童委員連合会事務局において行う。

ただし外部団体等との連絡調整等については、東京都福祉局生活福祉部地域福祉課が行う。 

 

付 則 

平成 18年 5月 16日から施行する。 

平成 21年 3月 12日改正、施行。 

平成 30年 5月 22日改正、施行。 

令和 06年 3月 14日改正、施行。 
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４人に１人と言われる認知症高齢者とその予備軍（厚労省推計）、10 万件を超えた児童

虐待の対応件数（平成 27 年度の全国児童相談所対応件数）、障がい者の権利保障と地域生

活支援、引きこもりなどの孤立・孤独の解消、災害時の対策など、私たちの地域にはさま

ざまな福祉課題が山積しています。 

しかし、これらの課題は、どの地域でも同じように表れているわけではありません。  

健康や生活状態、家族との関わりなどの個人が置かれた状況や地域で利用できるサービス

の種類や量、住民や関係機関の協力の有無など、その人や地域の特性に応じて、重点的に

対応すべき課題は異なってきます。何に、どのように取り組むかは、ご自身が向き合う  

ケースや地域の状況の中で見極めていくことが大切なのです。 

このたびの東京版 活動強化方策もこうした視点で策定しました。取り組むべき福祉課題

を統一的に定めるのではなく、「地域で取り組むべき課題は地域が見極め、解決を図る」と

いう視点に立ち、そのために必要な共通の強化策を５本の柱として提起しています。わた

したち東京の民生委員・児童委員活動における羅針盤として活用していきましょう。 

東京版 活動強化方策 

 

〇100 年の歴史ある実践を受け継ぐとともに、 

東京の民生委員・児童委員、民児協に共通 

する活動の方向性と具体的取り組みを活動 

強化方策として提起する。 

〇活動強化方策を推進するために必要な事項を、都民連の重点 

事業として位置付ける。 

 

 

平成 29 年度～令和 8 年度の 10 年間 
※但し、平成 28 年 12 月の一斉改選より先行して実施する 

 
仲間とつくる 地域のつながり 
※「仲間」…委員同士、関係者、住民などの地域のあらゆる主体 

目  的 

期  間 

スローガン 

今後 10 年の羅針盤 

⺠⽣委員制度創設 100 周年記念 
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③⺠児協組織の強化 

※支援力を高めるためのポイント 

「５つの“つ”」 

紡ぐ力、つかむ力、伝える力、 

つなげる力、培う力 

住民に寄り添い、

ニーズをつかみ、

適切な支援に結び

つける力量を高め

ましょう。 

①個別支援活動の向上 
〈支援⼒を⾼める〉 

※自助（委員個人）と共助（民児協）

の間をむすぶ「近助（班）」として、

委員同士と民児協・地域をつなぐ 

接着剤の機能を発揮していきま 

しょう。 

近隣の委員同士が

チ ー ム と な り 、 

地域と向き合いな

がら、課題解決に

つなげましょう。 

②班体制の確⽴ 

〈チームで動く〉 

※併せて、児童委員協議会としての機

能も確認し、その活動の充実を図り

ましょう。 

活動の現状を点検

し、担うべき役割

を整理し、子ども

と家庭を育む豊か

な取り組みを展開

しましょう。 

④児童委員活動の充実 
〈子どもを育む〉 

※地域の多様な主体が協働して「新し

い支え合い」を生み出していきま 

しょう。 

関係機関や団体との

さ ら な る 連 携 の も

と、住民、地域を巻

き込んだ協働の実践

を広げましょう。 

⑤協働による地域福祉活動 
〈地域をむすぶ〉 

活動強化方策  

本の柱 

東京版  

期待と信頼に応

えるために運営

力を磨き、地域と

ともに成長でき

る組織を目指し

ましょう。 

③⺠児協組織の強化 
〈組織を活かす〉 

※民児協が地域福祉推進の要となる

組織として内外から信頼感を得ら

れるよう取り組みを進めましょう。 
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都民連・全民児連ホームページ パスワードのご案内 

 

都民連や全民児連のホームページには、さまざまな資料や情報が掲載されています。 

ぜひご活用ください。 

● インターネットで「都民連」「全民児連」と検索したり、下記の QR コードを読み込ん

でください。また、モバイル PC は、インターネット画面左上の「tominren.com の    

ブックマーク」をクリックすると、各ホームページを開くことができます。 

 

 

 

● 都民連・全民児連ともに、非公開の「民生児童委員専用ページ」があります。 

各ページには、パスワードを打ち込む必要があります。（下記参照） 

 

 ＵＲＬ 民生児童委員専用ページ 

都民連 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
https://www.tominren.com/ 

 

〔ユーザー名〕 tominren 

〔パスワード〕 20180401 

全民児連 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

https://www2.shakyo.or.jp/z

enminjiren/ 

 

〔パスワード〕 20131201 
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★東京都⺠⽣児童委員連合会ホームページ 

〔URL〕 https://www.tominren.com/ 
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